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	分　　類
	業務(基) － (人) － ０１

	
	適用範囲
	全　　社

	
	制 定 日
	２０１５年　９月　１日




（目　的）
[bookmark: _Hlt75943553]第１条　　この基準は、「個人情報取扱規程」（以下「この規程」という。）第３条に基づき、会社における個人情報のうち、別紙に示す雇用管理情報の取扱いに関する事項を定める。

（定　義）
第２条　　この基準における用語の意味は、この規程において定めるもののほか、次の用語について、以
　　　　下の意味を有するものとする。
　　　　　1.　会社従業者等
(1) 会社従業者（範囲はこの規程第２条第１項５に定める）
(2) 過去会社従業者であった者
　　　　　　(3) 会社従業者になろうとする者又はなろうとした者
　　　　　2.　雇用管理情報
　　　　　　　会社従業者等の雇用管理に関する個人情報
　　　　　3.　雇用管理情報取扱者
　　　　　　　雇用管理情報を取り扱う会社従業者のうちの人事担当者

（適用範囲）
第３条　　この基準は、雇用管理情報取扱者が取り扱う雇用管理情報に適用する。
　　
（利用目的の特定）
第４条　　会社における雇用管理情報の利用目的は別紙のとおりとする。

（安全管理措置）
第５条　　総務部長は、雇用管理情報の漏えい、消滅、き損（以下、「漏えい等」という。）の防止のた
め、以下の各措置を含む、必要な安全管理措置を講じ、また、雇用管理情報取扱者に対しそれを
　　　　遵守させるものとする。
　　　　　1.　雇用管理情報取扱者には、業務の遂行上必要な限りにおいてのみ雇用管理情報を取り扱わせる。
　　　　　2.　雇用管理情報取扱者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な雇用管理情報の保護措置を習熟させるため、必要な教育を行う。
　　　　　3.　雇用管理情報が記録・保存されているパソコンは、当該雇用管理情報を取り扱う権限を与えられた雇用情報取扱者以外の者が使用が出来ないよう対策を講じる。

（管　理）
第６条　　雇用管理情報取扱者（本条においては、人事部門以外の雇用管理情報を取り扱う職制を含む）
　　　　は、雇用管理情報を取り扱うに当たり、この規程およびこの基準を遵守するとともに、漏えい等
を防止するため、以下の点に留意し、必要かつ適切な利用と管理を行わなければならない。
[bookmark: _GoBack]　　　　　1.　業務上知り得た雇用管理情報の内容をみだりに第三者に知らせ、または定められた利用目的以外に使用する等の不当な目的に使用してはならない。その業務に係る職を退いた後も同様とする。
　　　　　2.　雇用管理情報を書面で保管する場合には、施錠できるキャビネット等に保管し、業務時間外は施錠すること。また雇用情報が記載された書面を廃棄する場合には、シュレッダーにかける等読み取り不能な状態にした上で、適切に廃棄するものとする。
　　　　　3.　業務上必要な範囲を超えて、雇用管理情報を複写および複製してはならない。なお、雇用管理情報取扱者が保管する目的のため等業務上必要な範囲で作成された複製物についても、本条の基準に準じて安全管理措置を講じるものとする。
　　　　　4.　電子化された雇用管理情報をパソコン等に保管する場合には、その重要性に応じて、パスワードの設定等アクセス制限に関する措置を講じるものとする。
　　　　　5.　雇用管理情報を雇用管理情報取扱責任者の許可なく文書、電子媒体（フロッピーディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＵＳＢメモリー等）あるいは雇用管理情報を内蔵した状態のパソコンを社外に持ち出してはならない。また電子メールによるファイルの社外送信も同様とする。

（委託先の監督）
第７条　　総務部長は、雇用管理情報の取扱いを委託する場合には適切な委託先を選定するとともに委託
先との契約において、以下の項目について明確化し、管理を行わなければならない。
　　　　　1.　委託先において、その従業者に対し当該雇用管理情報の取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならないこと
　　　　　2.　再委託を行う場合には、会社にその旨を書面をもって通知し承認を得ること。
　　　　　3.　委託契約期間
　　　　　4.　利用目的達成後の雇用管理情報の返却または委託先における廃棄もしくは削除
　　　　　5.　委託先における雇用管理情報の加工（委託契約範囲のものを除く）、改ざん等の禁止、制　　　　限
　　　　　6.　委託先における雇用管理情報の複写又は複製（安全管理上必要なバックアップを目的とす
るもの等委託契約範囲内のものを除く）の禁止
　　　　　7.　委託先において雇用管理情報の漏えい、紛失等の事故が発生した場合における会社への報告義務と責任の明確化

（第三者提供）
第８条　　総務部長は、雇用管理情報を別紙の定めに従い第三者に提供する場合、法で定める場合を除き
　　　　以下の事項を提供先に義務付けるものとする。
　　　　　1.　提供先における秘密保持
　　　　　2.　当該雇用管理情報の再提供を行うに当たっては、原則として、予め文書をもって会社の了承を得ること
　　　　　3.　提供先における保管期間等の明確化
　　　　　4.　利用目的達成後の雇用管理情報の返却又は提供先における破棄もしくは削除
　　　　　5.　提供先における雇用管理情報の複写及び複製（安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く）の禁止

（保有個人データの公表）
第９条　　総務部長は、会社従業者等の雇用管理情報に関する保有個人データの扱いについて、別紙に掲
　　　　げる以下の事項を従業員の閲覧可能な社内イントラネットに掲示することにより、本人の知りう
る状態に置くものとする。
　　　　　1.　全ての保有個人データの利用目的
　　　　　2.　共同利用先と利用目的
　　　　　3.　第三者提供先と提供目的
　　　　　4.　開示、訂正、利用停止、利用目的の通知等の求めに応じる手続き
　　　　　5.　苦情の申出先

（問合せ・苦情等の受付）
第10条　　会社の雇用管理情報の取扱いに関する問合せ・苦情等の窓口は、総務課人事担当とする。

（問い合わせ等）
第11条　　会社従業者等本人に関する保有個人データについて、本人から問い合わせを受けた場合、本人
　　　　の求めに応じて別紙に基づき遅滞なく回答するものとする。

（開　示）
第12条　　雇用管理情報取扱責任者は、本人から雇用管理情報の開示を求められたときには、別紙に基づ
　　　　き本人に開示するものとする。

（懲戒）
第13条　　雇用管理情報取扱責任者・雇用管理情報取扱者がこの基準に違反した場合には、就業規則に定
　　　　めるところにより懲戒処分に付す。

（基準の管理）
第14条　　この基準の管理は、総務部長が行う。


付　　則

 ① この基準は、２０１５年　９月　１日から施行する。

　　　－2－

